
平成13年度児童環境づくり等総合調査研究事業

市町村虐待防止ネットワークの実態と課題について

市町村ネットワーク事例調査から

　　　　流通科学大学　加藤曜子
　　子ども家庭福祉研究部　才村　純

　　　北九州市児童相談所　安部計彦

　　　泉大津市児童福祉課白樫裕
　大阪府堺子どもセンター　油谷　豊

大阪府中央子ども家庭センター　吉岡芳一

要旨
2001年児童虐待防止法以後児童相談所における相談件数は増加し、地域での関係機関のネットワークの取り組み

が期待されている。本研究の目的は、児童虐待防止に関する市町村ネットワークについての実態調査を通し、その

活動内容を把握し問題点・課題点を見いだすことにある。手法は全国16カ所の市町村と、児童相談所5カ所を合

わせて約50名の協力を得て、ヒヤリング調査を実施した。市町村の選択は、先進地域とあわせて資料等から取り

組みが充実したり、特徴のあるところを選び、全国から抽出して行った。ネットワークの事務局の担当は1）行政職の

み、2）家庭児童相談室のみ、3）行政職と専門職の混合、4）保健師中心、5）保育士中心、6）教育・福祉折衷型に分けら

れた。庁内及び関係機関とネットワークを充実させるためには、行政と専門職の混合型が好ましいことが判った。

ネットワークは、代表者会議、実務者会議、個別事例検討会義から成り立っていた。児童虐待防止のための個別事

例中心にしたネットワークが充実することが重要であり、そのためにはアセスメント、計画、援助の枠組みを捉え

ながら、市町村ネットワークを発展させることが重要であることが理解された。

見出し語：ネットワーク、市町村、児童虐待防止、アセスメント、計画、ケースカンファレンス
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1．研究目的と意義

1．目的と意義

　本稿は、児童虐待防止の市町村ネットワークの活動内容

の実態を把握し、その問題点や課題を見いだすことにある。

　ネットワークの活動は、高齢者、療育分野の先行実践か

ら発展しその有効性が証明されてきた、児童虐待の分野の

ネットワーク活動は遅れながら、1990年代の中頃から

発展してきている。ボランタリーな虐待防止のネットワー

クは1980年代後半から専門職同士の勉強会を開くなど

の実績を重ね、行政に先んじて発展してきた。児童虐待防

止のための行政のネットワークは、1990年に虐待防止

のモデル事業として大阪府が一部試みたが、実際に市町村

を基盤とした虐待防止ネットワーク（正式名称は、児童虐

待防止連絡協議会、児童虐待防止実務者連絡会、児童虐待

防止協議会、児童虐待防止ネットワークなど多様であるが、

本稿ではネットワークとして統一した）が増加していくの

は2001年5月児童虐待防止法制定の前後からである1〉。

　もっとも2001年11月の厚生労働省が全国市町村へ

向け実施したアンケート調査結果をみると、市町村のネッ

トワーク率は15．6％とまだ決して高いとはいえない。

児童虐待防止ネットワーク（児童虐待防止連絡協議会など

の名称であるが、ここではネットワークとして総称したい）

は、今後も取り組まれる課題である。市町村の児童虐待防

止ネットワークの実態調査を通し活動内容や問題点を明ら

かにしていくことは、ネットワーク構築への参考になるだ

ろうと考える。同時に児童相談所との関わりや子育て支援

との関係についても検討したい。

2．児童虐待防止におけるネットワークの定義について

　従来、実務では、r連携」が使われてきている。その場

合には、　r同じ目的を持つものが互いに連絡、協力しあっ

て物事にあたる」を意味する。ネットワークは、そういっ

たつながりを多領域に幾層にも重ねながら、虐待防止とい

う共通の目標をもって活動するものである。さらに「介入、

アセスメント、計画、モニタリングという一連の援助がで

きるような機関同士の協力体制である」と具体的に付け加

えたい。っまり、虐待防止のネットワーク活動は最終的に

はケースのマネージメントができるための環境づくりでも

あるともいえよう。

ネットワークの用語は、在宅ケアを押し進める高齢者対策

において採用され、主として小地域での福祉、医療、保健

の連携によって進められてきた。児童分野でも1993年に児

童虐待についてのネットワークの論文も出ている2〉。高齢

者と児童が異なる点は、高齢者は利用二一ズが明確で、さ

らに希望してサービスを受ける点である。児童の場合は虐

待をしているのが親であるため時に子どもに必要であって

も、親が子ども及び親自身へ向けて提供される必要なサー

ビスを拒否しがちであるため関係機関にとっては協力体制

を取りにくい場面も多くある。また子どもは発達していく

存在なので関係機関も変化していくため常に司法、医療、

福祉、保健、教育などあらゆる分野にまたがってネットワー

クを作りながら積極的に共通理解、共通対応を進める必要

があるという点である。

比調査の方法

　地域で特徴的、あるいは先進的なものを厚生労働省の調

査結果及ひ独自資料から検討し、抽出した（一覧表は資料に

っけた）。アンケートを作成し、それに沿って聞き取り調査

を実施した。聞き取り内容の項目は、目的に添って18項

目（設立動機要綱の有無、活動内容、構成、民問機関参加

の扱い、事例検討常用、活動の困難点、効果、課題、資金、

児童相談所との関係、子育て支援との関係、ネットワーク

継続の要件等）を設定した。表1は調査した都市の人口と地

域を示す。

表1調査地域と人ロ 万人

人口 （一 10 20 30 40 50 60 70

調査地 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

北海道 O
東北 ○

北陸 ○

関東 02 ○

東海i 02
近畿 ○ 02 ○ ○

四国 ○ ○

九州 ○

川．調査の結果

1．ネットワーク立ち上げのいきさつ

ネットワークのいきさっを調査した。ネットワークに

よって何を解決したいのかということや動機を示すもので

もあり、その地域の特色になっていくと考えられる。
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表2　16都市のネットワーク設立のいきさつ

ネット設立のきっ加ナ

・死亡事例がでたので知事や市長命令で，3カ

所

・ある問題の子をきっ力斗ナに研究会ができる。

・市長命令（市会議員の質問がきっ掴ナ）

・児童相談所が推進，4カ所

・シ圏目琵炎所と騰折力糧

・モデル事業として発足

・ボランタリーネットワークとして活動し、

後に組織化へ

・児童虐待防止のボランタリーネットの研究会

に参加していた児童福祉施設長が必要と感じて

地域で呼び力斗ナた結果、行攻も賛同

・高齢者担当でネットワークの実践をしてきた

・保健師が坦域での防止も必要だと感じて関係

機関に呼び掴ナて発足

・地域育成計画後、必要1生を感じたから。

・虐待事例の増加に伴い機関連携の必要臨機

関毎の認識の差や連携の不都合が見られた。

きっかけは、3つに分けられる。目頃から疑問に感じた

実務家自身からの自発的なものが先ず挙げられる。例えば、

保健師や施設長、家庭児童相談室からの自発性である。第

2には、施政者の命令例えば市長、県知事（死亡事例がきっ

かけとか、議会での市会議員の要求で）があった，，第3に、

児童相談所が必要性を感じて働きかけたことである。

働きかけがあったと同時に、地域育成計画が地域ごとで

進められた結果、児童への問題が担当者に認識されたとい

う地域もある。児童相談所が勧めたところについては、県

内の児童相談所のネットワークができた段階で、市町村へ

のネットワークを次の目標とした地域もあった。

2．要綱の設置について

　目的を「児童虐待防止と早期発見・早期対応」のみ

を挙げている2都市あったが、その他は「被虐待児とその

家族の支援のための援助f輔1の整備、適切処遇」も挙げて

いる。

要綱がないところが2カ所あった。うち1カ所は、条例

で適応するということで進められていたが、一都市につい

ては、取り組めていない状況にある。

表3要綱の項目
要綱の項目

目的

事業内容 活動内容

轍 5機関～34機関

灘 会長を固定

会長は互選

守秘義務 なしが3カ所

事務局 児童福祉課、地域保健

家庭児童相談室

委員任期 1年ごとの更新2カ所

3．ネットワーク活動の構造と機能

ネットワーク活動に際してはその構造と機能についてま

とめると代表者会議、実務者会議、個易［廓ll検討会議の3

領域に分かれた（図1を参照）。

　1）代表者会議（読み替え分：全体会、協議会等の名称）

関係機関の長が出席している場合が多い。また都市に

よっては課長級が参加をしている。その目的は、機関とし

ての虐待への認識を高めてもらうこと、つまり虐待に関す

る共通の認識、問題意識、情報を共有し、所属機関へ持ち

帰った後は啓発活動や防止策を進める等の役割を担うこと

である。また代表が集まることで施策の検討や実施を推進

する意義があり、現場の活動理解を深めるためのものでも

ある。しかし実際には出席するだけであるという機関もあ

り、自機関での取り組みに活かされていないところがある

（今までは特に教育機関）。また、代表者会議を開く意味

が不明確な所は、会議で何を議題にすればよいが判らない

でいるという結果になり、会の沈滞化が危惧される。

予防（子育てサークルなど〉に重点をおいている地域な

どは、代表者会議の意義が理解されないという点が出てき

やすい。というのも目的が自分の部署だけで自己完結して

しまうからである。また、内発的に出てきたところも実務

者会議で自己完結しやすい。つまり目の前の事例対応や清

報収集に終始し施策的な観点が見失われがちとなる。しか

し組織全体の視点に立って、上司に活動を理解してもらう

ことが仕事を押し進めるには重要であるという認識にたち、

代表者会議を設けるにいたったところもある。代表者会議

に主要な医師会や幼稚園などが参加していない地域もあり、

代表者会議の趣旨をさらに啓発する必要性を感じている地

域もあった。また、調査地の中では代表者会議ができてい

ないところがあった、

　2）実務者会議（読み替え分　ワーキンググループ定例

会、緊急処遇会議、軒『部会、連絡会議）

　実際に児童虐待問題に直接ないし、定期的に接する所で
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ある。実務者会議では、共通理解のために日頃からどういっ

た事例を担当しているかという状況報告や、マニュアル作

成などを行っているところとして位置づけられる。実務者

会議から発足したネットワークは、主として、事例対応に

主力が置かれる。直接援助する担当者を統括する課長や課

長補佐、家庭児童相談室、保健婦で構成され、保育所、施

設指導員の代表の参加もある。

　3）個別事例検討会議（ネットワークミーテング、臨時事

例検言桧、援助チーム）

　個別事例検討会議は、市町村が主として担当する事例に

っいて、児童相談所参加を要請しながら行っている。実務

者会議の担当者も参加するが、直接事例担当者で成り立っ。

例えば、地域の民生児童委員や保育士も参加する場合が多

い。

　市町村（福祉事務所も通告先の一つ）の取り組みは通常

事務局が福祉事務所児童課の場合、虐待事例の通告を受理

したところから始まる。市によっては、事例の流れ図を市

独自でまとめ上げ、受理の段階でのアセスメントから、計

画、援助、さらに終結にいたる全体図を描き、定期的にケー

ス担当者会議を開きながらその事例にあたっている。この

流れ図のコンセンサスが児童相談所ととれている場合には

関係が良好である。しかし、流れ図ができても、後に述べ

るように児童相談所との協議がなく、また援助計画への視

点に欠ける場合は硬直化しやすくなる。、

　また、当初から市町村で児童課や保健センター、保育所、

家庭児童相談室などが参加し取り組めているところは市町

村ネットワークの中核を実務者会議や個別事例検討会議に

おいている。

　4）庁内ネットワーク

　庁内のネットワークがあることは、その部署への理解を

庁全体が分かち合えることを意味する。そのことは仕事を

スムーズに運ばせ、担当者への理解も高まる効果がある。

4．児童相談所との関係

　児童相談所自らがネットワークに取り組んできたが、児

童虐待相談件数の増加により、児童相談所が在宅事例をす

べてフォローすることは不可能に近い、そのために、児童

相談所側としても市町村ネットワークが立ち上がり、市町

村がカをつけきめ細やかな援助をしてくれることが、将来

的には子どもの命を守ることにっながるという認識を持っ

ている。そのため、虐待事例の多い地域では、児童相談所

が市町村と協力してネットワークづくりをしてきた。

　しかし、市町村ネットワークがわずか3％の組織率の県

では、県単位の児童相談所のネットワーク及び保健所単位

のネットワークがあり市町村を補っている形となる。

　市町村ネットワークが発足した地域での児童相談所との

連携状況はどのようなものだろうか。

　児童虐待事例は、すべて児童相談所が虐待事例は福祉事

務所からも通報を受けて担当すべきなのかという疑問があ

がる。この点にっいては、児童相談所との協議を踏めば福

祉事務所は、すべてを児童相談所に通報することなしに軽

いと判断した在宅事例（ネグレクト事例などであまり重度

化しないだろうといった事例や、母親の精神医療にかかり

ながら支えがあれば子育ても可能であると判断されるな

ど）は責任をもって担当することができると考えられる。

　現在の先進地域の取り組み方は以下の通りとなっている。

　A，通報を受けると、福祉事務所児童福祉課がコーディ

ネーターとして関係機関、児童相談所に連絡をとり、必要

に応じて緊急会議を開きリスクアセスメントをしたのち、

どこが担当するのかを決定する。担当ケースに一番近しい

人をチームリーダーとする。

　B。通報を受けると、福祉事務所児童福祉課がコーデイ

ネーターとして嘱託の児童虐待担当委員とともに、事例を

検討し、その後、重い緊急度の高い事例であれば児童相談

所へ送致する。

　C，通報を受けると、福祉事務所行政職とともに家庭児

童相談員がいるため、児童虐待の程度のランク付けをし高

いものについては、児童相談所へ送致する。

　D。通報を受けると、家庭児童相談員が受理し、緊急対

応が必要であれば関係機関とのカンファレンスをする。し

かし、児童相談所に送付しない場合は、ネットワークを開

き、関係機関とともに、役割分担をしてキーパーソンを決

めていく。

　市町村ネットワークでは、重いケースは児童相談所、軽

いケースは市町村でという共通認識がある。緊急対応の必

要のないネグレクト事例も増加している今、地域の支援は

不可欠である。

　また市の独自事業でネットワークを立ち上げた市では、

アセスメントができるように専門職の職員が採用され、扱

う事例の程度をランク付けしている。つまり、虐待が軽重

を表す基準については、厚生労働省のリスクアセスメント

表を利用し段階を流れ図からランク付けを採用されている

（例えば、1ランク、2ランク、3ランク、4ランクとなっ

ている）。もっとも上記の市以外の軽重の決定をすると答

えた市は、基準やめやすは特に持たずに協議の上でという

のが一般的である。

　市町村ネットワークで判断した後、児童相談所へ送致し

ても、市町村でやってほしいと児童相談所が一方的に断っ

てくる地域もあり、協議の方法の改善が必要になっている

場合も出てきている。
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児童人口割でみると、市町村によって手持ちの事例数に

差がみられた。さらにそれらの事例について、ネットワー

クで検討をしたかどうかについては、統計は数え方にばら

っきがあったため、比較できなかった．

表4それぞれの市町村手持ちの虐待件数（平成12）

児童人口

90，800

53，5研

16，043

20，728

65．705

10，537

36，417

36ラ169

30，024

8，6刀

130，000

76，451

24，504

24，120

市町村虐待件数

児相の約3割

60噺規＋継読）

36継続を含む）

40（疑い15）

＊

42

12

40（疑い19）

87

34係齢）
193

49（平成13年度）

92係齢59を含む）

154磯関連携している）

ワークで他機関と交流すると、相手の欠点なり、特徴がわ

かってきたという意見もでており、潜在化していた問題が

そこで出てくるチャンスにもなっている。

ネットワークを調査したところは、いずれもネットワー

クによって迅速対応できるようになったというのが大方の

捉え方であった、

表6　ネットワークの評価

事例の掘り起こし、把握率撹勘口した，

迅速対応、多面的、組織的対応ができるようになっ

鳥
相談しやずくなった，

市役所内情報が一元化され対応が迅速になった。

情報報交換ができ九知らなかった人と知り合え

た、

機関の役割が理解できた。，

虐待の捉え方が共通してきた、

機関が前向きに虐待の取り組みができた、

愚が
橡2
3

1
　
1

職
職

＊
＊

一カ所は計上していない。

5．子育て支援と児童虐待防止ネットワークの関係

子育て支援を広義に捉えると、児童虐待問題対応も子育

て支援に含まれる。しかし予防的な観点からとらえると、

狭義の子育て支援も存在する。子育て支援と児童虐待防止

ネットワーク事業をどのようにとらえていけるのだろうカ㌔

以下地域の捉え方は表5のように整理された3）。

表5子育て支援と児童虐待防止ネットワーク

A児童虐待防止のみ蛇虐徹こ絞ってやるほうがよい

B子育て支援の一部に児童虐待防止を位置づける

　→子育て支援とどうバランスをとるかが課題である。

C児童虐待防止と別に子育て支援がある。

D児童虐待防止ネットの中で子育て支援をする。

　→予防が大切であるという方銭

E児童虐待防止ネットと子育て支援の担当が重なる。

ので、将来は一本化をめざす，，

F窓口に迷う。

　　6．ネットワークの有効性の評価

　　　「組織内での伝達、徹底力桁われないことで、組織内の

．　　ありかたがわかってきた」と回答した地域もあり、ネット

V．考察

市町村の役割の役割は、先の社会保障審議会の中で児童

も地域の取り組みを押し進めることであるとの認識が高

まっている4）。また、児童虐待防止法以後、急増している

児童相談所の相談件数に対応するため通報機関の一っであ

る福祉事務所の協力は必要になってきたということ、児童

福祉司は10万人の子どもに一人の害恰で配置されている

ものの、すべてを指導できるものではなく市町村の関係機

関の協力が必要であるという認識に立っことはすでに述べ

た。

全国の市町村の福祉事務所でも通告を受けていると考え

られるが、ネットワークのない市町村の場合には、どういっ

たシステムで通報に対処しているのかという疑問が生じて

くる。

虐待防止のネットワーク活動の第1の目的は地域のなか

で再発防止のために在宅の子どもや親をケアすることを目

指すために、どのようにすれ1熱・いのか多領域の機関で智

恵をだしあい、互いに連携・協力しあうことにある。市町

村ネットワークの存在は、今後も重要な役割を担うことが

期待されている。現在は、早期発見、対応のところで論議

されるが、今後は事例検討会議で、子どもや家庭への支援

のあり方が論議されていくことだろう。

　以下判ったことについて整理し課題を含めて考察したい，
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1．事務局

　事務局の担当職種によりその内容や態勢ま異なってくる。

また地域事情により異なるともいえる。その長所と短所に

っいて、整理しておきたい。短所をどう補うのかについて

は今後、都市ごとの課題であろう。体制がとれていたのは、

行政と専門職がセットになって活動している地域である。

事務局は、実質的なコーディネーターを担うため、システ

ム構築の要ともいえる所である。

事務局職種を分類すると6タイプである。

表7　事務局別長所と短所

事務局 長　所 短　所
行政職のみ 専門的な諦胚の対応

麟
家庭相談員 専門的対応 行政から浮きやすい

保健師 専門的対応 対象児童年齢制限あり

家庭訪問、健診

早期発見

保育士 専門的対応、再発 対象児童年齢制限あり

予防のための保育 対象児童年齢制限あり

行政＋嫁庭 調整のとれた対応 特になし

相談員＋心理》

教育＋福祉 教育の関し1高まる 町村単位では有効

2．構造
　会議の回数が多くシステムカ精築されているところは個

別事例検討会議までのプロセスが行えているところである。

通報、受理、リスクアセスメント、アセスメント、計画、

終結というケースのプロセスを市町村においても実務者

ネットワークで担えているところである。実際に独自で立

ち上げ、システムを構築していった市町村ネットワークは

役割分担が出来ているのでそれなりの成果を上げている。

コーディネイトとマネージメントの能力が合わせて必要と

なってくる。人材育成も必要となろう，、

3．要綱
　要綱は、システムを維持するためには必要な枠組みであ

る。市によっては守秘義務を位置づけていないところが

あったが、今後民間参加なども可能性がでてくるため、ど

ういった関わりをすべきなのかはあらかじめ取り決めが必

要となろう。守秘義務については事例管理とともに制度化

していくことが必要であろう。

4　児童相談所との関係と事例への取り組み

児童相談所は、重い事例を、市町村ネットワークでは軽

い事例扱うという考え方は大方の意見であり、実行してい

た。十分なコンセンサスがとれているとは言し難く、今後、

軽重判断の枠組みについての議論や、さらに事例を通じた

検討会が必要となってこよう。なお、児童相談所事例と市

町村ネットワーク担当領域について、概念図を示している

ので参照されたい。今後児童相談所と、市町村領域の線引

きの問題、子育て支援領域からあがってくる市町村領域と

の役害扮担も議論の対象になるだろう。今後在宅事例が増

加していくため、地元の関係機関が市町村を中心にネット

ワークを形成し、進めることは重要であろう。ただし、児

童相談所がどのようにコミットしているのかについては、

差異がみられ、地域により異なった。課題点は児童相談所

と市町村ネットワークの信頼関係構築と、協議体制を今後

どう形成し取り合うかにある。資料の図2は、児童相談所

と、市町村ネットワークの担当すべき領域の概念図を示し
た‘，

5．子育て支援との関係

　児童虐待防止のネットワーク活動を子育て支援の一分野

ととらえ、同じ音曙が同時に発生予防的な子育て支援と再

発予防の児童虐待防止活動を行うことは時間と労力のかか

ることになると危惧される。今後は、児童虐待防止ネット

ワークヘの関わりの担当音曙を決定しておく一方で＼子育

て支援は男1機関が責任者となるという役割分担が必要に

なってくるのではないだろうか。都市によっては、地域福

祉計画の再編の時期でもあり、今後障害児対策なども入っ

てくるため、総合的な取り組みを考えていく時期にきてい

る。

　松岡克尚氏は、ネットワークの共通基盤として、コンピ

テンスと、環境の2要因で説明している5）。ここで市町村

ネットワークにあてはめると、その2要因が重要であるこ

とが示されたと考える。環境要因を考えると、ネットワー

クを形成する多領域の関係機関参加、市町村ネットワーク

の事務局体制と行政組織理解、援助ネットワークが実施で

きる社会資源体制が整うことが環境要因を意味しよう。っ

いでコンピテンスとして表現されているが、それはその組

織をうまく運営するコーディネイトカ、マネージメントカ、

虐待ケースを扱う専門的知識や自発性、意欲、援助に対す

る責任と能力に読み替えられるのではないだろうか、いず

れもそれらが統合された形で整いネットワークが形成され

ていくと考えられる。そういった環境づくりや人材をさら

に整えていくことが求められる。ところで、ある政令指定

都市では2002年4月から虐待及び配偶者暴力に対応で

きる専門員が配置され、家庭児童相談員、保健師と共に児

童相談所ワーカーで協力していく鋤或ネットワークが立ち
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上がる予定である。この試みであれば、いずれかの専門職

の利点をいかしながら協力体制がとれ、また年齢的な制限

もなく活動していくことが可能である。，地域により、ネッ

トワークを設立する環境は個個別違い、また構成員も異な

る。それぞれの利点を最大限に生かせるためには地域で開

発することが求められる。ネットワークを形骸化しないた

めには、今後どのような創意工夫やとりくみが可能なのか

さらに研究を継続したし㌔

　注1）加藤曜子．呪童虐待防止ネットワーク」の意義と発

展に関する一考察社会福祉学．2000：40（2）：81－97．

児童虐待防止ネットワークは民間主導、行政主導、折衷型、病

院中心に分類される。民間団体のネットワークの活動は行政補

完の意味もあるが、地域で発展してきている理由は専門職同士

が共通理解を深めるためであった。

　注2）萩原総一郎．児童虐待＼の対応～機関連携によるケア

システムの構築、子ども家庭1青報1993二6母子愛育会。

　注3）発達Nα8“oL21では21世紀の子育て支援ネット

ワークとして特集が組まれている。児童虐待防止を含めた広義

に使われている。

　注4）平成14年1月第5回社会保β繍冨祉部会において

は、市町村福祉計画では、住民参加で共に生きる社会づくりを

めざすという目標を掲げている。轄や高儲と児童等に係わ

る計画との整合性や連携を図り、既存の計画を内容する計画と

して福祉地域計画を策定するとのとりまとめを報告している。

　注5）松岡克尚：社会福祉実践における「ネットワーク」に

関する一考察一概念整理と共通1生の抽出。社会福祉実践理論研

究、1998：7：13－22．及び松岡「ネットワーク・アプローチ」にお

ける実践戦略についての考察一「コーディネーション能力j概

念をもとにして、社会福祉実践理論研究，2001：10：2S6．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　援助ネットワーク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　直接担当者のみ

　　　　　　　　　　　個別事1会議

　　　　　　　　　　　実務者会議　定例情報交換

　　　　　市役所　事務局

　　　　　桑　　　　　　啓発活動
庁内ネットワーク　　　　全体会議　　全体的な虐待理解と援助提案

　　　　　　　　　　　　　撤一一・
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資料　調査一覧表（主たる質問項目の抜彩2001年5月～2002年3月調査
異↑『「　　　口側旦　　　兄低￥」』　　　w只8　」つ鴫日　　　」

型 事務局 人口 設立 要綱 構成種類 民間団 秘密保持

A 保健所 201000 平　11年9月 平　12年11 ・ットワーク雰　（　1　1 参加なし ケースは　務局

B 保健所 117000 平成12年 平成12年 全体会（年3回）専門部会 あり、勉

会
別に橿助チームを設

る

C 地域　健課 421000 平　12年1月 作　なし ネットワーク　　　　会（　会
）年3回、事例検討会を定例化し

、月一回

り に配　はなし、守
義務は依頼する。

D 児童福祉課（行
職）

75000 平成11年7月 平成11年4月 代表者会議（年1回）実務者会議、

時実務者会議

なし 事例管理は事務局

E 児童福祉課（行
職）

117000 平成12年3月 平成12年3月 代表者会識（年1回）実務者会議
時実務者会議適宜。

なし ケース検討資料回

F 児童課、一般行

事務

286000 平成12年11月 平成12年11月 協議会（年2回〉ネットワーク会議

随時）

なし 民間機関参加は現
考えていない

G 児童福祉課 510000 平成13年2月 平成13年2月 協議会（代表者）、連絡会（地区単

）

あり 要綱で秘密保持を
ける。民間参加だ

、他の機関も兼ね
ので守秘はある。

H 児童福祉課 176000 平成12年1月 平成12年1月 代表者会議（定例年1回），事例検

会（随時）この場合は、議長が

集

あり 守秘義務は守られて
る

1 児童福祉課 174000 平成13年7月 平成13年7月 代表者会議と実務者会議 あり 事例検討会は、別に
っている。

J 児　一祉　（

非常勤の虐
相談専門員も

378000 平　13年8月 平　13年8月 子　て支　ネットワーク（年1回）

務者ネットワーク

なし 個人　　　護準
り。

K 子育て支援課、

庭児童相談
中心型

209000 平成12年4月 平成12年4月 児童虐待防止会議（月一回定例）
急処遇会議（適宜）

なし

L 児童家庭課、家
児童相談室
心型心理相
員中心

786000 平成12年3月 平成12年10月 虐待等蓮絡会議、ネットワーク会
、ブロック会議、ブロック会議の

例検討会

あり 事例管理は事務局、

例検討会には、民
団体は参加をは
している。事例検

会は資料を回収。

M 家庭児童相談 134（》00平成元年 平成7年12月 被虐待児を巡る関係機関会議（代

者会議）、年1回、要保護児童処

調整会議（毎月一回）

なし 事務局が保存

N 児　一祉課（子
て支援セン

ー保育士中

55000 平　13年7月 平　13年7月 代　　会議と　務会議 なし 　の　例検討会
、関係機関で行

。

0 市子ども家庭セ
ター（保育士

心）H13．3編

替え

165（〕（》0 平成9年 なし あり 子ども相談を中心

、家庭子ども相談

が活動、民間は支
レベルで入ってい

P 社会　　　導
員、民生委員

15000 平　9年 会則 3ロック9地区の子どもと歩む
、及びケース検討会でなる。

あり 務局が主任児
員、専門職のみに

定
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ネットワーク効果 困難点 課題 子育て支援 児童相談所との関係
区長の理　が得られる 医師会、民生児童委

、児童相談所との関

希薄

心の健康　くり 地域ボランテイアの育成 希》

市長が参加し、行政理解
ある。

、、　　　’、　の

加が少ない、児童
談所参加せず。

児童相談所の参加 希薄

　交　が　になる。
の掘り起こしが進む。

関の相互理解が進

。

児　｝祉課へ家　児
相談室が平成10年
うつったが、児童福

課内に家庭児童相
員の理解が不十分
ある。

市全　のネットだけではなく、地

単位のネットが必要である。事

局体制の充実が必要で、児童
祉課が担当だが、実質は地域
健課が事務局を担当してい

。

いずれも子　て支援に含まれる。子
て支援は、軽いケースを、虐待防
ネットは重いケースを担当する

不明

把握率の増大、対処が
速に、多面的、組織的

応、援助が可能にな
。各機関が安心感を持
、対応できる。

事務局が行政職のた

、一 行政事務との
務で多忙である。

夜間、休日の援助体制、民間や
民との運携、個人情報の保
、緊急度アセスメント作成

考慮中 ネット立ち上げ時、児童相

所による助言指導があっ
。事例検討も役立っ。

ーパーバイザーとして、

ットを援助、運携体制も

匿名市民からの通報
の情報収集が難し

見守りが長期に亘るケースの関
り方

他の子育て相談室との運携はあ

。

防止法施行後増加 児童相談所スタッフが

ないので、立入調査
蹟躇う

専門職がほしい 子育て支援は、保育課が行う。将来
一本化へ。

児童相談所職員の人数が
ない。

教育委員会、保健、学
、家裁が協力的。

発足して間もない。 市担当に専門職がほしい。 子育て支擾相談として平成12年か
虐待専門員を配置

児童相談所が専門職。全
レベルと、県内保健所単
の地区別ネットもあり迅

対応をする。

発足して間もない。 共通認識をもつため、情報交換
する。今後問題が生じた時は、

童相談所、教育委員会、健康

進課、福祉事務所が中心で検
する。

子どもの虐待の未然防止及び早期
見・対応並びに子育てメイトヘの

援のための関係機関、団体の運
強化を図る場、子育てメイトは母

の子育て不安や悩みを解消する
め、地域で相談にのり、助言する
。子育て支援相談員がいる。

県レベルでの子どもの虐待
止連絡会がある。市へ
コーディネータの役割。

にする。

相談しやすくなった。 育児不安で孤立的な
親の相談をどう準

するか

代表者会議をどう運営し、また参
してもらえるのか。

子育てサークルを支援している児童
祉課なので、力点は、予防に置か
る。

児童相談所がネットワーク
作るように市へ要請し

。

市役所内情　が一元化
れ対応が迅速。事例の
り起こしが進む。

数の　関力関　る
とで対応がちぐはぐ
なる時がある。

間外の対応が課題。マニュア
も必要

相“ロカわかりにくい 児　相昌所に流した　報
結果のフィードバックが
い。

家庭児童相談室の人員
充実している。

児童相談所と家庭児
相談所が共に文書
事例送致をする。受

されない場合がある

ネットの拡大、参加機関へのはた

きかけ。小児科や幼稚園への
たらきかけ。代表者会議が必
だが、市長に関心がない。

子育て支援は、別途実施している。

独自の軽い虐待の母のための
CG開催を考慮中。

軽い事例は市町村で、重い
例は児童相談所でと児
相談所から要請されてい

。

子ども虐待への関心が
まる。児童相談所、家

児童相談室の役割理
が少し進む。一機関か

運携への意識。機関
状の把握ができた。

機関内で虐待の認識
違いがあり、情報共

の難しさがある。組

内での壁は、厚い。

関同士が時に批判
になる。

親へのケア、自助グループも検
。マニュアル作成。家庭児童相
室の充実。

虐待予防からは子育て支援は重
。子育て支援の一つの専門部会
して虐待ネットを捉える。虐待ネッ

が子育て支援のみに傾くことを防

。

協力体制がある。児童相
所がバーンアウトしない

めにも、スクリーニングを

っちりとし、役割を明確に
ていく。

情報の共有化、役割分
がスムーズにいき、措
関係ができる。

見守りの事例が多い
め、十分にケアでき
いない例もある。

ネットワークは放置すると形骸化

るので、常時、質を高める努力

必要

運携はうまく機能している。

　関同士　　　力
る。機関への関心、役

理解が深まる

中心になる　関の負 職　　識向上と温　　を　5 子　てネットは子　て関係　関
会がある。虐待防止ネットの活動
重なることが多い。

児　相昌所の　助があっ

。

迅速対応、機関理解、顔

知りになれた、発見後

こへ連絡するかの理
が広がる。

学校との運携 メール相談も考える 子どものことから援助に入りやすい

め、例えば離乳食指導なども有
。子育て支援ネットの中に虐待防

ネットが位置づけられる。虐待防

のため　　　　　　　　　一ム

児童相談所とは協力関係
ある。

対応力迅　になる。

分かち含える。学校が
こし開けてきた。

子　で　　的なところ
ある。

24．間　制力地域で必要 再発予　に力点を　いている。 児　相昌所は、口置の
談するが、通常は遺方
ため交流は多くない。
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平成13年度児童環境づくり等総合調査研究事業市町村虐待防止ネットワークの実態と課題について市町村ネットワーク事例調査から　　　　流通科学大学　加藤曜子　　子ども家庭福祉研究部　才村　純　　　北九州市児童相談所　安部計彦　　　泉大津市児童福祉課白樫裕　大阪府堺子どもセンター　油谷　豊大阪府中央子ども家庭センター　吉岡芳一要旨2001年児童虐待防止法以後児童相談所における相談件数は増加し、地域での関係機関のネットワークの取り組みが期待されている。本研究の目的は、児童虐待防止に関する市町村ネットワークについての実態調査を通し、その活動内容を把握し問題点・課題点を見いだすことにある。手法は全国16カ所の市町村と、児童相談所5カ所を合わせて約50名の協力を得て、ヒヤリング調査を実施した。市町村の選択は、先進地域とあわせて資料等から取り組みが充実したり、特徴のあるところを選び、全国から抽出して行った。ネットワークの事務局の担当は1）行政職のみ、2）家庭児童相談室のみ、3）行政職と専門職の混合、4）保健師中心、5）保育士中心、6）教育・福祉折衷型に分けられた。庁内及び関係機関とネットワークを充実させるためには、行政と専門職の混合型が好ましいことが判った。ネットワークは、代表者会議、実務者会議、個別事例検討会義から成り立っていた。児童虐待防止のための個別事例中心にしたネットワークが充実することが重要であり、そのためにはアセスメント、計画、援助の枠組みを捉えながら、市町村ネットワークを発展させることが重要であることが理解された。見出し語：ネットワーク、市町村、児童虐待防止、アセスメント、計画、ケースカンファレンスStudy　on　the　Regiona亘Network　fbr　Prevention　of　ChiId　Abuse　　Yoko　K舐o，Jm舳n皿�qzuhiko　Abe，Yosh�qYoshioka，Y曲Y晦Y吻ka　Sh舳ABSTRACT　　The　p�r》ose　of　this皿per　is　to　get　hol（l　of血e　acUvi廿es　of　regional　networks　opem血g　R）r　the　prevendon　of　chil（1abuse，and　descU　the廿　　problen聡．　　Survey　was　condu（：ted　by　tntelviewing　about50collaborators　vレ・ho　worked　fbr　16re癖on皿network　organizationsand5　chH（l　chnics　chosen　na廿onwi（le．　　Thesenetworkshavet�q�tdt舳rentcon蝕ence飢yles：represen伽ve‘base（LPlaφce・based，幡e‘baseこ　　Accor（hng　to　our　research，we　fbund　that　to　prevent　reoccurren�tof　child　abuse，these　regioml　networks　lnd　betterbes住�pgthenedandthatthesenetwo意ooordin組o蔦�svemore丘equentm�tdngsonhskassessment�qlyassessmentcareplan血9，neahnent輌thotheroo�ouni取agencies．　　The　fUt皿e　development　of　the　networks　tota皿y　depends　on　the　well‘balan�td　k宜er（lependen卿and　autonomy　of　conce血9�pr血螂，n伽orkme噸瓠血egove�oen回coo蜘o几KEY　WORDS　l　Regional　network，cMd　abuse，Preven廿on，AssessmenちPlamin＆Case　Conf◎rence一297一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集1．研究目的と意義1．目的と意義　本稿は、児童虐待防止の市町村ネットワークの活動内容の実態を把握し、その問題点や課題を見いだすことにある。　ネットワークの活動は、高齢者、療育分野の先行実践から発展しその有効性が証明されてきた、児童虐待の分野のネットワーク活動は遅れながら、1990年代の中頃から発展してきている。ボランタリーな虐待防止のネットワークは1980年代後半から専門職同士の勉強会を開くなどの実績を重ね、行政に先んじて発展してきた。児童虐待防止のための行政のネットワークは、1990年に虐待防止のモデル事業として大阪府が一部試みたが、実際に市町村を基盤とした虐待防止ネットワーク（正式名称は、児童虐待防止連絡協議会、児童虐待防止実務者連絡会、児童虐待防止協議会、児童虐待防止ネットワークなど多様であるが、本稿ではネットワークとして統一した）が増加していくのは2001年5月児童虐待防止法制定の前後からである1〉。　もっとも2001年11月の厚生労働省が全国市町村へ向け実施したアンケート調査結果をみると、市町村のネットワーク率は15．6％とまだ決して高いとはいえない。児童虐待防止ネットワーク（児童虐待防止連絡協議会などの名称であるが、ここではネットワークとして総称したい）は、今後も取り組まれる課題である。市町村の児童虐待防止ネットワークの実態調査を通し活動内容や問題点を明らかにしていくことは、ネットワーク構築への参考になるだろうと考える。同時に児童相談所との関わりや子育て支援との関係についても検討したい。2．児童虐待防止におけるネットワークの定義について　従来、実務では、r連携」が使われてきている。その場合には、　r同じ目的を持つものが互いに連絡、協力しあって物事にあたる」を意味する。ネットワークは、そういったつながりを多領域に幾層にも重ねながら、虐待防止という共通の目標をもって活動するものである。さらに「介入、アセスメント、計画、モニタリングという一連の援助ができるような機関同士の協力体制である」と具体的に付け加えたい。っまり、虐待防止のネットワーク活動は最終的にはケースのマネージメントができるための環境づくりでもあるともいえよう。ネットワークの用語は、在宅ケアを押し進める高齢者対策において採用され、主として小地域での福祉、医療、保健の連携によって進められてきた。児童分野でも1993年に児童虐待についてのネットワークの論文も出ている2〉。高齢者と児童が異なる点は、高齢者は利用二一ズが明確で、さらに希望してサービスを受ける点である。児童の場合は虐待をしているのが親であるため時に子どもに必要であっても、親が子ども及び親自身へ向けて提供される必要なサービスを拒否しがちであるため関係機関にとっては協力体制を取りにくい場面も多くある。また子どもは発達していく存在なので関係機関も変化していくため常に司法、医療、福祉、保健、教育などあらゆる分野にまたがってネットワークを作りながら積極的に共通理解、共通対応を進める必要があるという点である。比調査の方法　地域で特徴的、あるいは先進的なものを厚生労働省の調査結果及ひ独自資料から検討し、抽出した（一覧表は資料にっけた）。アンケートを作成し、それに沿って聞き取り調査を実施した。聞き取り内容の項目は、目的に添って18項目（設立動機要綱の有無、活動内容、構成、民問機関参加の扱い、事例検討常用、活動の困難点、効果、課題、資金、児童相談所との関係、子育て支援との関係、ネットワーク継続の要件等）を設定した。表1は調査した都市の人口と地域を示す。表1調査地域と人ロ万人人口（一10203040506070調査地〜〜〜〜〜〜〜北海道O東北○北陸○関東02○東海i02近畿○02○○四国○○九州○川．調査の結果1．ネットワーク立ち上げのいきさつネットワークのいきさっを調査した。ネットワークによって何を解決したいのかということや動機を示すものでもあり、その地域の特色になっていくと考えられる。一298一加藤他：市町村虐待防止ネットワークの実態と課題について表2　16都市のネットワーク設立のいきさつネット設立のきっ加ナ・死亡事例がでたので知事や市長命令で，3カ所・ある問題の子をきっ力斗ナに研究会ができる。・市長命令（市会議員の質問がきっ掴ナ）・児童相談所が推進，4カ所・シ圏目琵炎所と騰折力糧・モデル事業として発足・ボランタリーネットワークとして活動し、後に組織化へ・児童虐待防止のボランタリーネットの研究会に参加していた児童福祉施設長が必要と感じて地域で呼び力斗ナた結果、行攻も賛同・高齢者担当でネットワークの実践をしてきた・保健師が坦域での防止も必要だと感じて関係機関に呼び掴ナて発足・地域育成計画後、必要1生を感じたから。・虐待事例の増加に伴い機関連携の必要臨機関毎の認識の差や連携の不都合が見られた。きっかけは、3つに分けられる。目頃から疑問に感じた実務家自身からの自発的なものが先ず挙げられる。例えば、保健師や施設長、家庭児童相談室からの自発性である。第2には、施政者の命令例えば市長、県知事（死亡事例がきっかけとか、議会での市会議員の要求で）があった，，第3に、児童相談所が必要性を感じて働きかけたことである。働きかけがあったと同時に、地域育成計画が地域ごとで進められた結果、児童への問題が担当者に認識されたという地域もある。児童相談所が勧めたところについては、県内の児童相談所のネットワークができた段階で、市町村へのネットワークを次の目標とした地域もあった。2．要綱の設置について　目的を「児童虐待防止と早期発見・早期対応」のみを挙げている2都市あったが、その他は「被虐待児とその家族の支援のための援助f輔1の整備、適切処遇」も挙げている。要綱がないところが2カ所あった。うち1カ所は、条例で適応するということで進められていたが、一都市については、取り組めていない状況にある。表3要綱の項目要綱の項目目的事業内容活動内容轍5機関〜34機関灘会長を固定会長は互選守秘義務なしが3カ所事務局児童福祉課、地域保健家庭児童相談室委員任期1年ごとの更新2カ所3．ネットワーク活動の構造と機能ネットワーク活動に際してはその構造と機能についてまとめると代表者会議、実務者会議、個易［廓ll検討会議の3領域に分かれた（図1を参照）。　1）代表者会議（読み替え分：全体会、協議会等の名称）関係機関の長が出席している場合が多い。また都市によっては課長級が参加をしている。その目的は、機関としての虐待への認識を高めてもらうこと、つまり虐待に関する共通の認識、問題意識、情報を共有し、所属機関へ持ち帰った後は啓発活動や防止策を進める等の役割を担うことである。また代表が集まることで施策の検討や実施を推進する意義があり、現場の活動理解を深めるためのものでもある。しかし実際には出席するだけであるという機関もあり、自機関での取り組みに活かされていないところがある（今までは特に教育機関）。また、代表者会議を開く意味が不明確な所は、会議で何を議題にすればよいが判らないでいるという結果になり、会の沈滞化が危惧される。予防（子育てサークルなど〉に重点をおいている地域などは、代表者会議の意義が理解されないという点が出てきやすい。というのも目的が自分の部署だけで自己完結してしまうからである。また、内発的に出てきたところも実務者会議で自己完結しやすい。つまり目の前の事例対応や清報収集に終始し施策的な観点が見失われがちとなる。しかし組織全体の視点に立って、上司に活動を理解してもらうことが仕事を押し進めるには重要であるという認識にたち、代表者会議を設けるにいたったところもある。代表者会議に主要な医師会や幼稚園などが参加していない地域もあり、代表者会議の趣旨をさらに啓発する必要性を感じている地域もあった。また、調査地の中では代表者会議ができていないところがあった、　2）実務者会議（読み替え分　ワーキンググループ定例会、緊急処遇会議、軒『部会、連絡会議）　実際に児童虐待問題に直接ないし、定期的に接する所で一299一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集ある。実務者会議では、共通理解のために日頃からどういった事例を担当しているかという状況報告や、マニュアル作成などを行っているところとして位置づけられる。実務者会議から発足したネットワークは、主として、事例対応に主力が置かれる。直接援助する担当者を統括する課長や課長補佐、家庭児童相談室、保健婦で構成され、保育所、施設指導員の代表の参加もある。　3）個別事例検討会議（ネットワークミーテング、臨時事例検言桧、援助チーム）　個別事例検討会議は、市町村が主として担当する事例にっいて、児童相談所参加を要請しながら行っている。実務者会議の担当者も参加するが、直接事例担当者で成り立っ。例えば、地域の民生児童委員や保育士も参加する場合が多い。　市町村（福祉事務所も通告先の一つ）の取り組みは通常事務局が福祉事務所児童課の場合、虐待事例の通告を受理したところから始まる。市によっては、事例の流れ図を市独自でまとめ上げ、受理の段階でのアセスメントから、計画、援助、さらに終結にいたる全体図を描き、定期的にケース担当者会議を開きながらその事例にあたっている。この流れ図のコンセンサスが児童相談所ととれている場合には関係が良好である。しかし、流れ図ができても、後に述べるように児童相談所との協議がなく、また援助計画への視点に欠ける場合は硬直化しやすくなる。、　また、当初から市町村で児童課や保健センター、保育所、家庭児童相談室などが参加し取り組めているところは市町村ネットワークの中核を実務者会議や個別事例検討会議においている。　4）庁内ネットワーク　庁内のネットワークがあることは、その部署への理解を庁全体が分かち合えることを意味する。そのことは仕事をスムーズに運ばせ、担当者への理解も高まる効果がある。4．児童相談所との関係　児童相談所自らがネットワークに取り組んできたが、児童虐待相談件数の増加により、児童相談所が在宅事例をすべてフォローすることは不可能に近い、そのために、児童相談所側としても市町村ネットワークが立ち上がり、市町村がカをつけきめ細やかな援助をしてくれることが、将来的には子どもの命を守ることにっながるという認識を持っている。そのため、虐待事例の多い地域では、児童相談所が市町村と協力してネットワークづくりをしてきた。　しかし、市町村ネットワークがわずか3％の組織率の県では、県単位の児童相談所のネットワーク及び保健所単位のネットワークがあり市町村を補っている形となる。　市町村ネットワークが発足した地域での児童相談所との連携状況はどのようなものだろうか。　児童虐待事例は、すべて児童相談所が虐待事例は福祉事務所からも通報を受けて担当すべきなのかという疑問があがる。この点にっいては、児童相談所との協議を踏めば福祉事務所は、すべてを児童相談所に通報することなしに軽いと判断した在宅事例（ネグレクト事例などであまり重度化しないだろうといった事例や、母親の精神医療にかかりながら支えがあれば子育ても可能であると判断されるなど）は責任をもって担当することができると考えられる。　現在の先進地域の取り組み方は以下の通りとなっている。　A，通報を受けると、福祉事務所児童福祉課がコーディネーターとして関係機関、児童相談所に連絡をとり、必要に応じて緊急会議を開きリスクアセスメントをしたのち、どこが担当するのかを決定する。担当ケースに一番近しい人をチームリーダーとする。　B。通報を受けると、福祉事務所児童福祉課がコーデイネーターとして嘱託の児童虐待担当委員とともに、事例を検討し、その後、重い緊急度の高い事例であれば児童相談所へ送致する。　C，通報を受けると、福祉事務所行政職とともに家庭児童相談員がいるため、児童虐待の程度のランク付けをし高いものについては、児童相談所へ送致する。　D。通報を受けると、家庭児童相談員が受理し、緊急対応が必要であれば関係機関とのカンファレンスをする。しかし、児童相談所に送付しない場合は、ネットワークを開き、関係機関とともに、役割分担をしてキーパーソンを決めていく。　市町村ネットワークでは、重いケースは児童相談所、軽いケースは市町村でという共通認識がある。緊急対応の必要のないネグレクト事例も増加している今、地域の支援は不可欠である。　また市の独自事業でネットワークを立ち上げた市では、アセスメントができるように専門職の職員が採用され、扱う事例の程度をランク付けしている。つまり、虐待が軽重を表す基準については、厚生労働省のリスクアセスメント表を利用し段階を流れ図からランク付けを採用されている（例えば、1ランク、2ランク、3ランク、4ランクとなっている）。もっとも上記の市以外の軽重の決定をすると答えた市は、基準やめやすは特に持たずに協議の上でというのが一般的である。　市町村ネットワークで判断した後、児童相談所へ送致しても、市町村でやってほしいと児童相談所が一方的に断ってくる地域もあり、協議の方法の改善が必要になっている場合も出てきている。一300一加藤他：市町村虐待防止ネットワークの実態と課題について児童人口割でみると、市町村によって手持ちの事例数に差がみられた。さらにそれらの事例について、ネットワークで検討をしたかどうかについては、統計は数え方にばらっきがあったため、比較できなかった．表4それぞれの市町村手持ちの虐待件数（平成12）児童人口90，80053，5研16，04320，72865．70510，53736，41736ラ16930，0248，6刀130，00076，45124，50424，120市町村虐待件数児相の約3割60噺規＋継読）36継続を含む）40（疑い15）＊421240（疑い19）8734係齢）19349（平成13年度）92係齢59を含む）154磯関連携している）ワークで他機関と交流すると、相手の欠点なり、特徴がわかってきたという意見もでており、潜在化していた問題がそこで出てくるチャンスにもなっている。ネットワークを調査したところは、いずれもネットワークによって迅速対応できるようになったというのが大方の捉え方であった、表6　ネットワークの評価事例の掘り起こし、把握率撹勘口した，迅速対応、多面的、組織的対応ができるようになっ鳥相談しやずくなった，市役所内情報が一元化され対応が迅速になった。情報報交換ができ九知らなかった人と知り合えた、機関の役割が理解できた。，虐待の捉え方が共通してきた、機関が前向きに虐待の取り組みができた、愚が橡231　1職職＊＊一カ所は計上していない。5．子育て支援と児童虐待防止ネットワークの関係子育て支援を広義に捉えると、児童虐待問題対応も子育て支援に含まれる。しかし予防的な観点からとらえると、狭義の子育て支援も存在する。子育て支援と児童虐待防止ネットワーク事業をどのようにとらえていけるのだろうカ�`以下地域の捉え方は表5のように整理された3）。表5子育て支援と児童虐待防止ネットワークA児童虐待防止のみ蛇虐徹こ絞ってやるほうがよいB子育て支援の一部に児童虐待防止を位置づける　→子育て支援とどうバランスをとるかが課題である。C児童虐待防止と別に子育て支援がある。D児童虐待防止ネットの中で子育て支援をする。　→予防が大切であるという方銭E児童虐待防止ネットと子育て支援の担当が重なる。ので、将来は一本化をめざす，，F窓口に迷う。　　6．ネットワークの有効性の評価　　　「組織内での伝達、徹底力桁われないことで、組織内の．　　ありかたがわかってきた」と回答した地域もあり、ネットV．考察市町村の役割の役割は、先の社会保障審議会の中で児童も地域の取り組みを押し進めることであるとの認識が高まっている4）。また、児童虐待防止法以後、急増している児童相談所の相談件数に対応するため通報機関の一っである福祉事務所の協力は必要になってきたということ、児童福祉司は10万人の子どもに一人の害恰で配置されているものの、すべてを指導できるものではなく市町村の関係機関の協力が必要であるという認識に立っことはすでに述べた。全国の市町村の福祉事務所でも通告を受けていると考えられるが、ネットワークのない市町村の場合には、どういったシステムで通報に対処しているのかという疑問が生じてくる。虐待防止のネットワーク活動の第1の目的は地域のなかで再発防止のために在宅の子どもや親をケアすることを目指すために、どのようにすれ1熱・いのか多領域の機関で智恵をだしあい、互いに連携・協力しあうことにある。市町村ネットワークの存在は、今後も重要な役割を担うことが期待されている。現在は、早期発見、対応のところで論議されるが、今後は事例検討会議で、子どもや家庭への支援のあり方が論議されていくことだろう。　以下判ったことについて整理し課題を含めて考察したい，一301一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集1．事務局　事務局の担当職種によりその内容や態勢ま異なってくる。また地域事情により異なるともいえる。その長所と短所にっいて、整理しておきたい。短所をどう補うのかについては今後、都市ごとの課題であろう。体制がとれていたのは、行政と専門職がセットになって活動している地域である。事務局は、実質的なコーディネーターを担うため、システム構築の要ともいえる所である。事務局職種を分類すると6タイプである。表7　事務局別長所と短所事務局長　所短　所行政職のみ専門的な諦胚の対応麟家庭相談員専門的対応行政から浮きやすい保健師専門的対応対象児童年齢制限あり家庭訪問、健診早期発見保育士専門的対応、再発対象児童年齢制限あり予防のための保育対象児童年齢制限あり行政＋嫁庭調整のとれた対応特になし相談員＋心理》教育＋福祉教育の関し1高まる町村単位では有効2．構造　会議の回数が多くシステムカ精築されているところは個別事例検討会議までのプロセスが行えているところである。通報、受理、リスクアセスメント、アセスメント、計画、終結というケースのプロセスを市町村においても実務者ネットワークで担えているところである。実際に独自で立ち上げ、システムを構築していった市町村ネットワークは役割分担が出来ているのでそれなりの成果を上げている。コーディネイトとマネージメントの能力が合わせて必要となってくる。人材育成も必要となろう，、3．要綱　要綱は、システムを維持するためには必要な枠組みである。市によっては守秘義務を位置づけていないところがあったが、今後民間参加なども可能性がでてくるため、どういった関わりをすべきなのかはあらかじめ取り決めが必要となろう。守秘義務については事例管理とともに制度化していくことが必要であろう。4　児童相談所との関係と事例への取り組み児童相談所は、重い事例を、市町村ネットワークでは軽い事例扱うという考え方は大方の意見であり、実行していた。十分なコンセンサスがとれているとは言し難く、今後、軽重判断の枠組みについての議論や、さらに事例を通じた検討会が必要となってこよう。なお、児童相談所事例と市町村ネットワーク担当領域について、概念図を示しているので参照されたい。今後児童相談所と、市町村領域の線引きの問題、子育て支援領域からあがってくる市町村領域との役害扮担も議論の対象になるだろう。今後在宅事例が増加していくため、地元の関係機関が市町村を中心にネットワークを形成し、進めることは重要であろう。ただし、児童相談所がどのようにコミットしているのかについては、差異がみられ、地域により異なった。課題点は児童相談所と市町村ネットワークの信頼関係構築と、協議体制を今後どう形成し取り合うかにある。資料の図2は、児童相談所と、市町村ネットワークの担当すべき領域の概念図を示した‘，5．子育て支援との関係　児童虐待防止のネットワーク活動を子育て支援の一分野ととらえ、同じ音曙が同時に発生予防的な子育て支援と再発予防の児童虐待防止活動を行うことは時間と労力のかかることになると危惧される。今後は、児童虐待防止ネットワークヘの関わりの担当音曙を決定しておく一方で＼子育て支援は男1機関が責任者となるという役割分担が必要になってくるのではないだろうか。都市によっては、地域福祉計画の再編の時期でもあり、今後障害児対策なども入ってくるため、総合的な取り組みを考えていく時期にきている。　松岡克尚氏は、ネットワークの共通基盤として、コンピテンスと、環境の2要因で説明している5）。ここで市町村ネットワークにあてはめると、その2要因が重要であることが示されたと考える。環境要因を考えると、ネットワークを形成する多領域の関係機関参加、市町村ネットワークの事務局体制と行政組織理解、援助ネットワークが実施できる社会資源体制が整うことが環境要因を意味しよう。っいでコンピテンスとして表現されているが、それはその組織をうまく運営するコーディネイトカ、マネージメントカ、虐待ケースを扱う専門的知識や自発性、意欲、援助に対する責任と能力に読み替えられるのではないだろうか、いずれもそれらが統合された形で整いネットワークが形成されていくと考えられる。そういった環境づくりや人材をさらに整えていくことが求められる。ところで、ある政令指定都市では2002年4月から虐待及び配偶者暴力に対応できる専門員が配置され、家庭児童相談員、保健師と共に児童相談所ワーカーで協力していく鋤或ネットワークが立ち一302一加藤他：市町村虐待防止ネットワークの実態と課題について上がる予定である。この試みであれば、いずれかの専門職の利点をいかしながら協力体制がとれ、また年齢的な制限もなく活動していくことが可能である。，地域により、ネットワークを設立する環境は個個別違い、また構成員も異なる。それぞれの利点を最大限に生かせるためには地域で開発することが求められる。ネットワークを形骸化しないためには、今後どのような創意工夫やとりくみが可能なのかさらに研究を継続したし�`　注1）加藤曜子．呪童虐待防止ネットワーク」の意義と発展に関する一考察社会福祉学．2000：40（2）：81−97．児童虐待防止ネットワークは民間主導、行政主導、折衷型、病院中心に分類される。民間団体のネットワークの活動は行政補完の意味もあるが、地域で発展してきている理由は専門職同士が共通理解を深めるためであった。　注2）萩原総一郎．児童虐待＼の対応〜機関連携によるケアシステムの構築、子ども家庭1青報1993二6母子愛育会。　注3）発達Nα8“oL21では21世紀の子育て支援ネットワークとして特集が組まれている。児童虐待防止を含めた広義に使われている。　注4）平成14年1月第5回社会保β繍冨祉部会においては、市町村福祉計画では、住民参加で共に生きる社会づくりをめざすという目標を掲げている。轄や高儲と児童等に係わる計画との整合性や連携を図り、既存の計画を内容する計画として福祉地域計画を策定するとのとりまとめを報告している。　注5）松岡克尚：社会福祉実践における「ネットワーク」に関する一考察一概念整理と共通1生の抽出。社会福祉実践理論研究、1998：7：13−22．及び松岡「ネットワーク・アプローチ」における実践戦略についての考察一「コーディネーション能力j概念をもとにして、社会福祉実践理論研究，2001：10：2S6．一303一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　援助ネットワーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　直接担当者のみ　　　　　　　　　　　個別事1会議　　　　　　　　　　　実務者会議　定例情報交換　　　　　市役所　事務局　　　　　桑　　　　　　啓発活動庁内ネットワーク　　　　全体会議　　全体的な虐待理解と援助提案　　　　　　　　　　　　　撤一一・一304一加藤他：市町村虐待防止ネットワークの実態と課題について資料　調査一覧表（主たる質問項目の抜彩2001年5月〜2002年3月調査異↑『「　　　口側旦　　　兄低￥」』　　　w只8　」つ鴫日　　　」型事務局人口設立要綱構成種類民間団秘密保持A保健所201000平　11年9月平　12年11・ットワーク雰　（　1　1参加なしケースは　務局B保健所117000平成12年平成12年全体会（年3回）専門部会あり、勉会別に橿助チームを設るC地域　健課421000平　12年1月作　なしネットワーク　　　　会（　会）年3回、事例検討会を定例化し、月一回りに配　はなし、守義務は依頼する。D児童福祉課（行職）75000平成11年7月平成11年4月代表者会議（年1回）実務者会議、時実務者会議なし事例管理は事務局E児童福祉課（行職）117000平成12年3月平成12年3月代表者会識（年1回）実務者会議時実務者会議適宜。なしケース検討資料回F児童課、一般行事務286000平成12年11月平成12年11月協議会（年2回〉ネットワーク会議随時）なし民間機関参加は現考えていないG児童福祉課510000平成13年2月平成13年2月協議会（代表者）、連絡会（地区単）あり要綱で秘密保持をける。民間参加だ、他の機関も兼ねので守秘はある。H児童福祉課176000平成12年1月平成12年1月代表者会議（定例年1回），事例検会（随時）この場合は、議長が集あり守秘義務は守られてる1児童福祉課174000平成13年7月平成13年7月代表者会議と実務者会議あり事例検討会は、別にっている。J児　一祉　（非常勤の虐相談専門員も378000平　13年8月平　13年8月子　て支　ネットワーク（年1回）務者ネットワークなし個人　　　護準り。K子育て支援課、庭児童相談中心型209000平成12年4月平成12年4月児童虐待防止会議（月一回定例）急処遇会議（適宜）なしL児童家庭課、家児童相談室心型心理相員中心786000平成12年3月平成12年10月虐待等蓮絡会議、ネットワーク会、ブロック会議、ブロック会議の例検討会あり事例管理は事務局、例検討会には、民団体は参加をはしている。事例検会は資料を回収。M家庭児童相談134（》00平成元年平成7年12月被虐待児を巡る関係機関会議（代者会議）、年1回、要保護児童処調整会議（毎月一回）なし事務局が保存N児　一祉課（子て支援センー保育士中55000平　13年7月平　13年7月代　　会議と　務会議なし　の　例検討会、関係機関で行。0市子ども家庭セター（保育士心）H13．3編替え165（〕（》0平成9年なしあり子ども相談を中心、家庭子ども相談が活動、民間は支レベルで入っていP社会　　　導員、民生委員15000平　9年会則3ロック9地区の子どもと歩む、及びケース検討会でなる。あり務局が主任児員、専門職のみに定一305一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集ネットワーク効果困難点課題子育て支援児童相談所との関係区長の理　が得られる医師会、民生児童委、児童相談所との関希薄心の健康　くり地域ボランテイアの育成希》市長が参加し、行政理解ある。、、　　　’、　の加が少ない、児童談所参加せず。児童相談所の参加希薄　交　が　になる。の掘り起こしが進む。関の相互理解が進。児　｝祉課へ家　児相談室が平成10年うつったが、児童福課内に家庭児童相員の理解が不十分ある。市全　のネットだけではなく、地単位のネットが必要である。事局体制の充実が必要で、児童祉課が担当だが、実質は地域健課が事務局を担当してい。いずれも子　て支援に含まれる。子て支援は、軽いケースを、虐待防ネットは重いケースを担当する不明把握率の増大、対処が速に、多面的、組織的応、援助が可能にな。各機関が安心感を持、対応できる。事務局が行政職のた、一行政事務との務で多忙である。夜間、休日の援助体制、民間や民との運携、個人情報の保、緊急度アセスメント作成考慮中ネット立ち上げ時、児童相所による助言指導があっ。事例検討も役立っ。ーパーバイザーとして、ットを援助、運携体制も匿名市民からの通報の情報収集が難し見守りが長期に亘るケースの関り方他の子育て相談室との運携はあ。防止法施行後増加児童相談所スタッフがないので、立入調査蹟躇う専門職がほしい子育て支援は、保育課が行う。将来一本化へ。児童相談所職員の人数がない。教育委員会、保健、学、家裁が協力的。発足して間もない。市担当に専門職がほしい。子育て支擾相談として平成12年か虐待専門員を配置児童相談所が専門職。全レベルと、県内保健所単の地区別ネットもあり迅対応をする。発足して間もない。共通認識をもつため、情報交換する。今後問題が生じた時は、童相談所、教育委員会、健康進課、福祉事務所が中心で検する。子どもの虐待の未然防止及び早期見・対応並びに子育てメイトヘの援のための関係機関、団体の運強化を図る場、子育てメイトは母の子育て不安や悩みを解消するめ、地域で相談にのり、助言する。子育て支援相談員がいる。県レベルでの子どもの虐待止連絡会がある。市へコーディネータの役割。にする。相談しやすくなった。育児不安で孤立的な親の相談をどう準するか代表者会議をどう運営し、また参してもらえるのか。子育てサークルを支援している児童祉課なので、力点は、予防に置かる。児童相談所がネットワーク作るように市へ要請し。市役所内情　が一元化れ対応が迅速。事例のり起こしが進む。数の　関力関　るとで対応がちぐはぐなる時がある。間外の対応が課題。マニュアも必要相“ロカわかりにくい児　相昌所に流した　報結果のフィードバックがい。家庭児童相談室の人員充実している。児童相談所と家庭児相談所が共に文書事例送致をする。受されない場合があるネットの拡大、参加機関へのはたきかけ。小児科や幼稚園へのたらきかけ。代表者会議が必だが、市長に関心がない。子育て支援は、別途実施している。独自の軽い虐待の母のためのCG開催を考慮中。軽い事例は市町村で、重い例は児童相談所でと児相談所から要請されてい。子ども虐待への関心がまる。児童相談所、家児童相談室の役割理が少し進む。一機関か運携への意識。機関状の把握ができた。機関内で虐待の認識違いがあり、情報共の難しさがある。組内での壁は、厚い。関同士が時に批判になる。親へのケア、自助グループも検。マニュアル作成。家庭児童相室の充実。虐待予防からは子育て支援は重。子育て支援の一つの専門部会して虐待ネットを捉える。虐待ネッが子育て支援のみに傾くことを防。協力体制がある。児童相所がバーンアウトしないめにも、スクリーニングをっちりとし、役割を明確にていく。情報の共有化、役割分がスムーズにいき、措関係ができる。見守りの事例が多いめ、十分にケアできいない例もある。ネットワークは放置すると形骸化るので、常時、質を高める努力必要運携はうまく機能している。　関同士　　　力る。機関への関心、役理解が深まる中心になる　関の負職　　識向上と温　　を　5子　てネットは子　て関係　関会がある。虐待防止ネットの活動重なることが多い。児　相昌所の　助があっ。迅速対応、機関理解、顔知りになれた、発見後こへ連絡するかの理が広がる。学校との運携メール相談も考える子どものことから援助に入りやすいめ、例えば離乳食指導なども有。子育て支援ネットの中に虐待防ネットが位置づけられる。虐待防のため　　　　　　　　　一ム児童相談所とは協力関係ある。対応力迅　になる。分かち含える。学校がこし開けてきた。子　で　　的なところある。24．間　制力地域で必要再発予　に力点を　いている。児　相昌所は、口置の談するが、通常は遺方ため交流は多くない。一306

